
　女性の活躍を推進するためには、女性の多様なニーズ・能力に合わせ、幅広い分野への就業を支援していくことが必要
です。そこで、東京都では、女性の就業拡大が期待できる分野への関心を高めるため、 (シャ
イニー ウーマン プロジェクト)と題して、業界団体や関係機関等と連携を図り、普及啓発イベントを開催します。ぜひご来
場ください。なお、本事業は、政府が主催するシャイン・ウィークスの公式サイドイベントです。

1　日　時 平成27年10月22日(木)10時～ 16時　※入場無料
2　会　場 東京ドームシティ プリズムホール(文京区後楽一丁目３番61号)
3　対　象 再就職を目指す女性や就職活動を控えた女子学生の方
   (女性の採用を検討している企業担当者の方も是非お越しください。)
4　内　容
 ♣ メインステージ
   ゲストと様々な分野(家事サービス、建設業、製造業等)で働く女性が「働くこと」をテーマにクロストーク

を展開します。
   •10：15 ～  (株)キャリア・マム代表取締役　堤 香苗 氏
   •11：35 ～  フリーアナウンサー　藪本 雅子 氏
   •13：00 ～  (株)イー・ウーマン代表取締役社長　佐々木 かをり 氏
   •14：30 ～  作家・写真家　有川 真由美 氏
 ♣ ミニセミナー
  終日、１時間程度のミニセミナーを開催します。
  •家事サービス就業説明会・相談会
  •建設業・製造業等での就業事例の紹介
  •就活メイクレッスン、マネーセミナー　ほか
 ♣ 相談コーナー (公式 HP  で事前予約もできます。)
  キャリアカウンセラーによる個別カウンセリングを実施します。
 ♣ ブース出展
   女性の就業拡大が期待できる分野(家事サービス、建設業、製造業等)を
  中心に、女性の再就職やワーク・ライフ・バランスに積極的な企業等が
  出展します。

しごととあなた・明日のための情報紙
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1317
9

 P2 中小企業しごと魅力発信プロジェクトスタート！
 P3　 仕事と介護の両立推進シンポジウムを開催します
 P3 街頭労働相談を実施します
 P4　 東京労働局からのお知らせ
 P5 セミナー等お知らせ

NEW
TOPICS

女性の就業拡大に向けて　

を実施します

女性の就業拡大に向けて　

シ ャ イ ニ ー ウ ー マ ン プ ロ ジ ェ ク ト
を実施します

平成27年(2015年) ９月25日発行

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1　☎03(5320)4646
印刷物規格表１類　印刷番号(26)58

東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト
　　　TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

東京都産業労働局雇用就業部調整課

普及啓発イベント

　このほか、主婦としての経験を活かせる家事サービス分野での就業について、説明会・相談会を年10回実施し
ます(うち１回は上記イベントにて実施)。詳細は、 公式ホームページをご覧ください。
公式ホームページURL：http://www.shinywoman.metro.tokyo.jp
【問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4708

ゲスト

堤 香苗 氏

佐々木 かをり 氏

藪本 雅子 氏

有川 真由美 氏
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NEW!! 「中小企業しごと魅力発信プロジェクト」スタート！

　技能検定は、働く上で必要
とされる技能の習得レベルを
評価する国家検定制度で、合
格すると「技能士」という国家
資格を与えられます。機械加
工や防水施工、鉄筋施工等、
全部で128種類あります。今年度後期の試験は以下のと
おり実施します。
〔等級・職種〕 特級25職種、１･２級43職種、
  ３級15職種、単一等級４職種 
〔受験資格〕実務経験のみの場合、１級は７年以上、２級
は２年以上、単一等級は３年以上の実務経験者
※ 職業訓練受講歴・学歴等による短縮あり。３級は実務経験を有
すること(経験年数不問)

〔受検申込み期間〕 10月５日(月) ～ 16日(金)　
申込みは、受検申請書(申込み先で配布)等を以下の申込
み先へ直接持参してください。

HP  http://www.tokyo-nokaikyo.or.jp
【申込み先】東京都職業能力開発協会
　　　　　　(千代田区飯田橋3-10-3東京しごとセンター７階)

　　　　　☎03-5211-2353
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4717

〔試験科目〕 理容科、美容科、指導方法(実技試験及び学
科試験(関連学科)が免除される者のみを対象)
〔受験資格〕 実務経験のみの場合８年以上(短縮条件有)
〔試験日時〕 学科試験 (指導方法) ：28年１月16日(土)
     (関連学科(理容科・美容科)) 
      ：28年１月18日(月)
 実技試験 (理容科) ：28年１月18日(月)
     (美容科) ：28年１月18日(月)
〔申込み日時〕 11月２日(月)・４日(水)
   10時～ 12時、13時30分～ 16時30分
   11月５日(木)：10時～ 12時
〔申込み場所〕 都庁第二本庁舎１階臨時窓口
受験希望者は、①産業労働局雇用就業部能力開発課、ま
たは②郵送(切手代等詳細は問合せのこと)で、受験申請
用紙を入手した上で、上記受験申込み日時に直接来庁の
上、お申込み下さい。詳細は HP  をご覧ください。

HP  http ://www.hataraku.metro .tokyo. jp/school/s ikaku/
shidouinshiken/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
(〒163-8001新宿区西新宿2-8-1　東京都庁第一本庁舎31階北側)

　　　　　☎03-5320-4717

　中小企業における人材確保を支援するため、ものづくり分野をはじめとする中小企業の魅力を若者や女性等に向
け広く発信する「中小企業しごと魅力発信プロジェクト」をスタートしました。９月２日から、ウェブサイト「東京
カイシャハッケン伝！」をオープンし、あわせて情報冊子も発行しましたので、是非、ご覧ください。　
　また、企業と若者との交流を目的とした「仕事体験ツアー」の参加者も募集しています。詳細は、 HP  「東京カイシャ
ハッケン伝！」をご覧ください。
【問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4628

１ ウェブサイトの特徴
 技術力や「働きやすさ」で紹介企業を選定
 女性向けコンテンツを充実
 多彩なテーマで特集コンテンツを掲載
 スマートフォンにも対応

３　仕事体験ツアー「トーキョー・シゴト・ワゴン」
  学生を対象に、「東京カイシャハッケン伝！」で取り上げた企業等を訪問し、製造現場の見学や、経営者や社
員との交流を通じて大企業とは違う魅力を直接体感する仕事体験ツアーを開催します。申込み方法等詳細
は HP  「東京カイシャハッケン伝！」をご覧ください。

２ ウェブサイトと連携した 
 情報冊子の発行 (年４回)

 ウェブサイトで紹介す
る企業や特集コンテン
ツを情報冊子「東京カ
イシャハッケン伝！
GUIDE」でも紹介します。
中小企業の魅力を広く
学生等に発信します。

「東京カイシャハッケン伝！」URL:www.kaisyahakken.metro.tokyo.jp

27年度後期技能検定試験のご案内 職業訓練指導員試験を実施します　
※東京都職業訓練指導員の採用試験ではありません

中小企業しごと魅力発信プロジェクトキャラクター

ハツタロー ケンジロー なびでんちゃん

▲ 「配管」職種の検定風景

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/sikaku/shidouinshiken/
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NEW!! 仕事と介護の両立推進シンポジウムを開催します

　東京都労働相談情報センターでは、
５月と10月を「労働相談強調月間」と
定め、東京労働局と連携して、駅前
などの街頭に臨時の相談会場を設け
「街頭労働相談」を実施しています。
10月は右表の日程で、労使双方から
の労働に関する疑問・悩みにお答えし
ます。また、出産・育児や介護と仕事
との両立、長時間労働や職場の嫌が
らせ、若者の「使い捨て」が疑われる
企業の問題などに注目が集まってい
ることから、職場でのトラブル防止
に活用していただくため、労働に関
する法制度や知識を簡潔にまとめた
資料を配布します。 お気軽にお立ち
寄り下さい。
【問合せ先】
労働相談情報センター相談調査課
☎03-3265-6110

高齢人口の増加や家族形態の変化を背景に、働きながら介護をする人、介護を理由として離職する人が増えてお
り、社会的な課題となっています。
東京都では、新規事業として、仕事と介護の両立をテーマに、経営者や人事労務担当者、企業等で働く皆様に向
けたシンポジウム・相談会を開催します。是非ご来場ください。 

日　時 場　所 最寄駅 担当事務所

10月８日(木)12時～ 17時 新宿駅西口イベント
コーナー

JR・都営・小田急・
京王線新宿駅

労働相談情報センター
(飯田橋) 
☎03-3265-6110

10月16日(金) ～ 18日(日) 
10時～ 17時

(18日は15時まで)

葛飾区産業フェア
(城東地域中小企業
振興センター )

京成線青砥駅 亀戸事務所 
☎03-3637-6110

 10月16日(金)
11時30分～ 15時30分 JR昭島駅北口駅前 JR青梅線昭島駅 国分寺事務所 

☎042-321-6110

10月17日(土)12時～ 16時 
10月18日(日)10時～ 16時

板橋区民まつり会場
内(グリーンホール)

東武東上線大山
駅、都営三田線板
橋区役所前駅

池袋事務所 
☎03-5954-6110

 10月23日(金)
11時30分～ 15時30分

京王線調布駅南口広
場 京王線調布駅 八王子事務所 

☎042-645-6110

10月24日(土)10時～ 16時 せたがや産業フェスタ(世田谷区役所)
東急世田谷線松陰
神社前駅

大崎事務所 
☎03-3495-6110

10月29日(木)11時～ 15時 渋谷駅東急百貨店東横店ハチ公前広場
JR・東京メトロ・東
急・京王線渋谷駅

労働相談情報センター
(飯田橋) 
☎03-3265-6110

労働相談情報センターでは、街頭労働相談を実施します

開催日  平成27年10月21日(水)　開場13時00分　
会　場  日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7　日経ビル３階)
内　容  
シンポジウム  13時30分～ 16時30分 　　

<定　　員> 500名　※事前予約制・定員になり次第締切・入場無料
<基調講演> 13時30分～ 14時25分　「介護離職から社員を守る！」
    講師 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　主席研究員
    　 女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室　室長　矢島 洋子 氏
<パネルディスカッション> 14時35分～ 16時30分　「仕事と介護の両立に向けて、介護離職防止対策」
 　  パネリスト ●三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　主席研究員
      　　 　女性活躍推進・ダイバーシティマネジメント戦略室　室長　矢島 洋子 氏
      　 ●NPO法人パオッコ理事長　太田 差惠子 氏
      　 ●立命館大学　産業社会学部　現代社会学科教授　津止 正敏 氏
      　 ●株式会社ヒューセック　管理部長代理　兼　総務人事課長　滝頭 章司 氏
    司会・コーディネーター　フリーアナウンサー　唐橋 ユミ 氏　 

相談会 16時40分～ 17時50分
東京労働局雇用均等室、社会保険労務士、ケアマネージャーによる仕事と介護の両立に関する相談会を行
います。(第１回 16時40分～ 17時10分　　第２回 17時20分～ 17時50分　　１回30分間)
<予約相談>　事前予約が必要です。　<当日相談>　当日会場にてお申込み下さい。
※予約・当日ともに先着順となります。相談会のみの参加はできません。

【申込み方法】下記ホームページ掲載の専用メールフォームよりお申込み下さい。
URL : http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/kaigo/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部労働環境課　☎03-5320-4649
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東京労働局からのお知らせ

10/1から東京都最低賃金は時間額907円です
　東京都内の事
業場で働くすべ
ての労働者に時
間額907円が適
用されます。
　最低賃金に関
するご相談は、
東京都最低賃金
総合相談支援セ
ンター　  0120-311-615へ。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
【問合せ先】東京労働局労働基準部賃金課
　　　　　☎03-3512-1614
10月は、「年次有給休暇取得促進期間」です！
(プラスワン休暇で年次有給休暇の取得促進を！ )
　「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成
27年７月24日閣議決定)では、年次有給休暇の取得促進
のため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めま
した。
　働き方・休み方を変える第一歩として、休暇取得の
しやすい環境を整備し、土日、祝日に年次有給休暇を
組み合わせて、連休を実現する「プラスワン休暇」や年
次有給休暇の「計画的付与制度」を活用して年次有給休
暇の取得促進に努めてください。
【問合せ先】東京労働局労働時間課　☎03-3512-1613

全国労働衛生週間を実施します
　昭和25年の第１回実施以来、今年で66回目を迎える
全国労働衛生週間は10月１～７日までを実施期間、９
月１～ 30日までを準備期間として実施します。
スローガンは「職場発！　心と体の健康チェック　
　　　　　　　はじまる　広がる　健康職場」です。
【問合せ先】東京労働局労働基準部健康課　
　　　　　☎03-3512-1616

求職者支援訓練11月開講コース
　雇用保険を受給できない求職者等を対象として、民
間訓練機関が厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練を
実施します。原則として、受講料無料です(テキスト代
等は自己負担)。
〔対象〕雇用保険の受給資格がない求職者等一定の要件
を満たす方　※詳細は HP  でご確認下さい。
〔訓練科目〕 事務･医療事務･介護･IT等約30コース
〔開講日〕11月９日(月)
【募集期限】10月６日(火)
申込み・ご相談は、お住まいの住所を管轄するハロー
ワークの訓練担当窓口まで。

HP  http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_
tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html
【問合せ先】都内各ハローワーク

HP  http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/
平成28年４月１日から、改正障害者雇用促進
法が施行されます～雇用分野における障害者差別禁
止、合理的配慮が事業主に義務付けられます～
 募集・採用、賃金、配置、昇進、定年、解雇、契約
更新などについて、障害者であることを理由に排除す
ることや、その条件を障害者に対してのみ不利なもの
とすることが差別に該当します。
 合理的配慮については事業主と個々の事情を有する
障害者で話し合い、相互理解の中で提供されるべき性
質のものです。障害者からの相談に応じ、適切に対応
するために必要な相談体制を整備し、その旨を労働者
に周知します。
 事業主に対して、差別禁止・合理的配慮に係る障害
者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化し
ます。

HP  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/dl/
kaisei02pdf
【問合せ先】東京労働局職業対策課　☎03-3512-1664

バックナンバー　 HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/tokyorodo/keyword/

「最低賃金」
keyword労働　　　豆知識40 最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。「労働者の

生活の安定」「労働力の質的向上」等の最低賃金法の趣旨に基づき、国が賃金の最低額
を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければいけません。仮

に契約で最低賃金未満の賃金を定めても無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。最低
賃金には、地域別最低賃金と、特定最低賃金があり、いず
れか高い方が適用されます。地域別最低賃金はすべての労
働者と使用者に、特定最低賃金は特定産業の基幹的労働者
と使用者に適用されます。地域別最低賃金の不払いは50万
円以下の罰金となっています。
地域別最低賃金は、まず国の中央最低賃金審議会が引上
げ額の目安を示し、地方最低賃金審議会での地域の実情を
踏まえた審議後、都道府県労働局長が最終的に決定します。
東京都の最低賃金は、平成27年10月から時間額907円が適用
されます。３年連続して19円の引き上げ額となりました。
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東京都の最低賃金の推移

資料　東京労働局ホームページ

最低賃金(円) 引上げ額(円)

引上げ額

最低賃金

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27年

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_kunren/menu/shienkunren.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha_h25/dl/kaisei02pdf
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東京都労働相談情報センター
からのお知らせ

都立職業能力開発センター
からのお知らせ

■女性向け委託訓練(５日間コース)Word・Excel基礎科
10月・11月入校生募集
〔場所・日程〕 
①町田市文化交流センター
(10月26日(月) ～ 30日(金))
②調布市市民プラザあくろす
(11月９日(月) ～ 13日(金))
③タワーホール船堀
(11月16日(月) ～ 20日(金))
〔定員〕 各回10人
※無料託児サービス付き・教科書代のみ自己負担

〔申込み〕 10月１日(木) ～ 13日(火)に雇用就業部能力開発
課公共訓練係に申込書を郵送又は持参してください。
ハローワークへの求職登録が必要です。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school 
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4807
■キャリアアップ講習10月受付
スキルアップや資格試験受験対策のための短期講習。
〔講習内容〕 ３次元CADと３Dプリンタの基礎、戸建住宅
のための太陽光発電システム(基礎実技)等全36コース    
〔対象〕 現在、主に中小企業で働いている方で、都内に
在住または在勤の方　
〔費用〕 授業料900円～ 6,500円(他に教科書を各自購入)
〔申込み〕 10月１日(木) ～ 10月10日(土)に、往復はがき、

HP  、  で、必要事項を記入の上、直接実施校へ。
※期間内必着のこと。

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
【問合せ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
　　　　　☎03-5320-4719
■多摩職業能力開発センター主催「合同就職面接会」
〔日時〕 10月15日(木)13時30分～ 16時
　　　　　　　　　(受付：13時～ 15時30分)
〔対象〕  一般求職者　職業能力開発センター生徒等
※事前予約不要・入退場自由

〔会場〕 多摩職業能力開発センター
〔参加企業数〕約30社

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/tama/
【問合せ先】多摩職業能力開発センター
　　　　　☎042-500-8700

ものづくりフェア東京 ’15を開催します

熟練職人による実演、作品展示、体験教室を開催します。
様々な匠の技に触れてみませんか？
〔日時〕 10月１日(木)、２日(金)10時～ 17時
〔会場〕 新宿駅西口広場
【問合せ先】東京都職業能力開発協会　☎03-5211-2357

＊セミナー等の募集は、全て申込み先着順です。定員に達した場合は、
申込受付を終了いたしますので、あらかじめご了承下さい。 

■労働セミナー
①労働法基礎セミナー in八王子
〔日時〕 10月16日(金)、21日(水)、22日(木)、29日(木)
 13時30分～ 16時
〔講師〕 大学講師　山本 圭子 氏
〔会場〕 八王子労政会館　第１会議室
〔定員〕 100名
【申込み先】労働相談情報センター事業普及課
　　　　　☎03-5211-2209
②人事労務担当者必見！非正規社員の雇用をめぐる法的
留意点
〔日時〕 12月２日(水) 10時30分～ 12時30分、
      13時30分～ 15時30分
〔講師〕 大学講師　山本 圭子 氏
〔会場〕 八王子労政会館　第１会議室
〔定員〕 60名
【申込み先】労働相談情報センター八王子事務所
　　　　　☎042-643-0278
詳細は HP  で。→TOKYOはたらくネット
労働セミナーご案内

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/menu/
■雇用管理改善リーダー育成研修会
①ポジティブアクションⅠ「女性の活躍推進に向けて！
～企業が取り組む職場マネジメントと公正な人事評価～」
〔日時〕 ９月28日(月) 13時30分～ 16時30分
 10月５日(月) 13時30分～ 16時30分　
 　　７日(水) ９時30分～ 16時30分
〔講師〕  • 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 
 　　経済・社会政策部主席研究員　矢島 洋子 氏　
  • 社会保険労務士　松山 由紀 氏　
  • 東京労働局雇用均等室
  • 大学教授　木谷 宏 氏
②ポジティブアクションⅡ「女性の活躍推進に向けて！　
～多様な人材を活かす、組織マネジメント～」
〔日時〕 10月20日(火) 13時30分～ 16時30分
 　　22日(木) ９時30分～ 12時30分
 　　28日(水) ９時30分～ 16時30分
〔講師〕  • 特定社会保険労務士　渡辺 葉子 氏
  • 弁護士　新村 響子 氏
  • 大学教授　木谷 宏 氏
〔会場〕 ①②とも労働相談情報センター　セミナー室
〔定員〕 ①②とも20名
【申込み先】①②とも労働相談情報センター事業普及課
　　　　　☎03-5211-2248
詳細は HP  で。→TOKYOはたらくネット
雇用管理改善リーダー育成研修会のご案内

HP  http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/koyou/
index.html

▲ 託児室

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/seminar/koyou/index.html
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東京都産業労働局雇用就業部調整課

東京しごとセンターの
セミナー

会場：東京しごとセンター (⑥を除く )
住所：〒 102-0072
　　　千代田区飯田橋 3-10-3
■来春卒業予定及び既卒３年以内
①合同企業説明会
新卒採用に意欲的な企業が20社集
結。企業・仕事選びの視野を広げる。
〔日時〕 10月７日(水)13時30分～ 17時
〔定員〕 100名
■29歳以下
②「就活予備校　就コム！ (10期生)」
グループワークと個別カウンセリン
グで早期就職を目指す。
〔日時〕 10月23日(金)～12月４日(金)　 
 毎週火・金(全12回)10時～13時
〔定員〕 10名
■34歳以下
③とうきょうJOBフェスタ
企業の採用担当者との交流会と、そ
の準備セミナーがセットになったイ
ベント。
※募集開始：10月９日(金)

〔日時〕 10月23日(金)12時～ 17時
〔定員〕40名

■30歳～ 44歳
④就活エクスプレス(適職探索コー
ス)
これから就活を始める方・方向性に
迷いがある方向け。５日間コース
※募集期間：10月２日(金) ～ 11月２日(月)

〔日時〕 11月４日(水) ～ 10日(火)
 ９時30分～ 15時30分
〔定員〕 25名(選考あり)
⑤「就活エクスプレス(面接突破コー
ス)」
面接対応力を強化したい方・活動を
振返りたい方向け。５日間コース
※募集期間：10月９日(金) ～ 11月５日(木)

〔日時〕 11月11日(水) ～ 17日(火)
 ９時30分～ 15時30分
〔定員〕 25名(選考あり)
⑥「東京しごと塾～正社員就職プロ
グラム～」
職務実習や求人企業とのマッチング
による正社員就職及び採用後の定着
支援。
※募集開始：10月１日（木）

〔日時〕  12月１日(火) ～平成28年２月 
29日(月)の３カ月間。

 ９時30分～ 16時30分
〔定員〕25名
(面接選考あり)
〔会場〕SPビル６階
(千代田区飯田橋3-11-20) 

東京しごとセンター
多摩のセミナー

会場：東京しごとセンター多摩 (⑧、⑨
を除く )
住所：〒185-0021国分寺市南町3-22-10
( 東京都労働相談情報センター国分寺事務所内 )

■全年齢対象
⑦「合同就職面接会」
参加予定企業25社程度。複数の企業
と面接が可能。予約不要。
〔日時〕 10月８日(木)13時～ 16時
 (受付12時30分～ 15時30分)
⑧「面接会直前対策セミナー＆合同
就職面接会」
参加予定10社程度の面接会とその直
前対策セミナー。複数企業と面接が
可能。
〔日時〕 10月28日(水)　
 セミナー：10時～ 12時、
 面接会：13時30分～ 16時30分
　　　　　　(受付13時～ 15時30分)
〔定員〕 セミナー：30名
 面接会：予約不要
〔会場〕 八王子市学園都市センター
■女性
⑨「女性のための再就職支援セミ
ナー」
仕事の選び方、就職活動の方法を学
ぶ。終了後、個別相談会あり(予約制)。
〔日時〕 10月15日(木)
 セミナー：13時～ 15時30分
 個別相談会：15時30分～ 17時
〔定員〕セミナー：50名
 個別相談会：10名
〔会場〕 小金井宮地楽器ホール

求職者
対象

求職者
対象

＊初めて東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩をご利用の方は、事前に利用者登録をしていただきます。
＊セミナー等の募集は、原則として先着順での受付となります。(④～⑥を除く)

公正な採用選考のために～
 東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基づく公正な採用選考を推
進しています。詳細は、東京都の雇用就業に関する総合WEBサイト「TOKYOはたらくネット」をご覧下さい。

HP  http://www.tokyoshigoto.jp/
一部のセミナーは、 HP  から申込み可能です。

【申込み先】
ヤングコーナー ①③☎03-5211-6351
 ②☎03-5211-2862
ミドルコーナー ④⑤☎03-3234-1433
 ⑥☎03-5211-3312
東京しごとセンター多摩 ⑦⑧⑨☎042-329-4524

「障害者の積極的な就労促進共同
キャンペーン」を実施中!!

10月１日～7日

～10月１日　国勢調査を実施します！～
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象として実施する
調査です。
９月下旬から、インターネット回答がなかった世帯には調査員が調査票
をお配りします。ご記入をよろしくお願いします。

調査票での回答は

9月26日～30日
調査票を配布

10月１日～７日
調査票提出

※国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください。
　不審に思われた場合は、区市町村の国勢調査担当までご相談ください。

―総務省統計局・東京都・区市町村―

10月１日～7日

～10月１日　国勢調査を実施します！～
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人・世帯を対象として
実施する調査です。
９月下旬から、インターネット回答がなかった世帯には調査員
が調査票をお配りします。ご記入をよろしくお願いします。

調査票での回答は

9月26日～30日
調査票を配布

10月１日～７日
調査票提出

※国勢調査をよそおった「かたり調査」にご注意ください。
　不審に思われた場合は、区市町村の国勢調査担当までご相談ください。

―総務省統計局・東京都・区市町村―

　九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、
千葉市、さいたま市、相模原市)では、九都県市共同の取組として、
９月の障害者雇用支援月間を皮切りに、「障害者の積極的な就労
促進共同リレーキャンペーン」を今年度から実施しています。
〔リレーキャンペーン共通テーマ〕

障害者の「働く」を一歩先へ、もっと先へ。
～九都県市は障害者の就労を積極的に応援します～ 

〔期間〕 平成27年９月１日(火) ～平成28年３月31日(木)
　各都県市で開催する各種イベント・セミナーにおいて、共通
テーマを使用しリレー形式でつないでいくことにより、九都県
市全体で障害者の就労を積極的に応援する機運を高めます。 
【問合せ先】産業労働局雇用就業部就業推進課　☎03-5320-4663

九都県市 NEW


